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◆
特
集
に
あ
た
っ
て

　

◇
朝
日
訴
訟
の
た
た
か
い

　

社
会
科
の
教
科
書
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
朝
日
訴
訟
の
名
前
を
聞
い
た

こ
と
が
あ
る
方
は
多
い
と
思
う
。

　

あ
ら
た
め
て
説
明
す
る
と
、
今
か
ら
半
世
紀
以
上
前
の
一
九
五
六
年
、
岡
山
県

の
早
島
国
立
結
核
療
養
所
で
病
床
に
あ
っ
た
生
活
保
護
患
者
・
朝
日
茂
の
兄
に
対

し
、
津
山
市
の
社
会
福
祉
事
務
所
は
月
一
五
〇
〇
円
の
仕
送
り
を
命
じ
た
。
朝
日

茂
の
兄
は
、
こ
れ
に
従
い
、
朝
日
茂
に
対
し
一
五
〇
〇
円
の
仕
送
り
を
し
た
が
、

非
情
に
も
津
山
市
の
社
会
福
祉
事
務
所
は
、
一
九
五
六
年
八
月
分
か
ら
従
来
の
日

用
品
費
六
〇
〇
円
だ
け
を
朝
日
茂
に
渡
し
、
残
り
の
九
〇
〇
円
は
医
療
費
と
し
て

療
養
所
に
納
め
よ
と
の
保
護
変
更
処
分
を
行
っ
た
。
そ
こ
で
、
朝
日
茂
が
行
政
不

服
審
査
法
に
基
づ
く
保
護
処
分
の
取
消
訴
訟
を
提
訴
す
る
。
こ
の
訴
訟
は
、「
人

が
人
た
る
に
値
す
る
生
活
を
勝
ち
取
る
」
と
い
う
意
味
で
「
人
間
裁
判
」
と
呼
ば

れ
た
。

　

第
一
審
の
東
京
地
裁（
浅
沼
武
裁
判
長
）で
画
期
的
な
勝
利
を
得
て
、
そ
の
後
の

生
活
保
護
基
準
の
大
幅
な
引
き
上
げ
を
実
現
し
、
憲
法
二
五
条
を
絵
に
描
い
た

餅
に
し
て
は
な
ら
な
い
と
の
生
存
権
意
識
を
国
民
の
中
に
定
着
さ
せ
、
日
本
の
社

会
保
障
運
動
の
原
点
と
な
っ
た
。

　

残
念
な
が
ら
、
こ
の
浅
沼
判
決
は
、
後
に
東
京
高
裁
で
、
最
低
限
度
の
生
活
水

準
は
、
固
定
的
な
も
の
で
は
な
く
多
数
の
不
確
定
要
素
を
総
合
し
て
考
え
な
く
て

は
な
ら
ず
、
結
局
、
本
件
保
護
基
準
は
「
す
こ
ぶ
る
低
額
」
で
は
あ
る
が
違
法
と

ま
で
は
断
定
で
き
な
い
と
判
断
さ
れ
、
逆
転
敗
訴
と
な
る
。
朝
日
茂
は
、
最
高
裁

に
上
告
す
る
が
、
結
核
は
身
体
を
蝕
み
、
最
高
裁
判
決
を
聞
く
こ
と
な
く
、
つ
い

に
死
亡
す
る
。
朝
日
茂
の
死
の
直
前
に
養
子
縁
組
を
組
ん
だ
朝
日
健
二
夫
妻
が

訴
訟
を
承
継
す
る
。

　

残
念
な
こ
と
に
、
最
高
裁
は
、
一
九
六
七
年
五
月
二
四
日
、
生
活
保
護
受
給
権

は
一
身
専
属
権
で
相
続
出
来
な
い
と
し
て
、
朝
日
茂
の
死
亡
に
よ
っ
て
裁
判
は
終

了
し
た
と
の
判
決
を
下
し
た
。
し
か
も
、
最
高
裁
は
「
な
お
、
念
の
た
め
」
と
し

て
「
憲
法
二
五
条
一
項
は
す
べ
て
の
国
民
が
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活

を
営
み
得
る
よ
う
に
国
政
を
運
営
す
べ
き
こ
と
を
国
の
責
務
と
し
て
宣
言
し
た

に
と
ど
ま
り
、
直
接
個
々
の
国
民
に
具
体
的
権
利
を
賦
与
し
た
も
の
で
は
な
い
」

と
し
、
国
民
の
権
利
は
法
律（
生
活
保
護
法
）よ
っ
て
守
ら
れ
れ
ば
良
い
と
し
た
。
ま

た
「
何
が
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
で
あ
る
か
の
認
定
判
断
は
、
厚
生

大
臣
の
合
目
的
的
な
裁
量
に
委
さ
れ
て
い
る
」
と
し
た
。
い
わ
ゆ
る
行
政
裁
量
論

で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
一
九
八
二
年
七
月
七
日
の
堀
木
訴
訟
最
高
裁
判
決
で
は
、
立
法
に
対

す
る
司
法
消
極
主
義
で
あ
る
立
法
裁
量
論
が
打
ち
出
さ
れ
た
。

　

◇
司
法
消
極
主
義
と
判
断
過
程
統
制
論

　

本
来
な
ら
ば
、
三
権
分
立
に
よ
る
権
力
の
抑
制
均
衡
を
基
本
原
理
と
す
る
日
本

生
存
権
訴
訟
と
司
法

│
│
朝
日
訴
訟
の
た
た
か
い
の
歴
史
を
受
け
継
ぐ
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国
憲
法
の
下
で
は
、
行
政
や
立
法
の
行
き
過
ぎ
に
対
し
、
司
法
は
違
憲
立
法
審

査
権
を
行
使
し
て
、
積
極
的
に
チ
ェ
ッ
ク
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
こ
れ
ま
で
生
存
権
を
め
ぐ
る
訴
訟
で
は
、
長
年
、
朝
日
訴
訟
最
高
裁
判

決
の
行
政
裁
量
論
、
堀
木
訴
訟
最
高
裁
判
決
の
立
法
裁
量
論
の
二
つ
の
司
法
消
極

主
義
が
厚
い
壁
と
し
て
立
ち
ふ
さ
が
っ
て
き
た
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
問
題
を
抱
え
る
朝
日
訴
訟
最
高
裁
判
決
に
も
、
奥
野
健
一

裁
判
官
の
補
足
意
見
が
付
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
意
外
と
知
ら
れ
て
な
い
。
奥
野
裁

判
官
は
、
多
数
意
見
の
よ
う
に
「
こ
れ（
保
護
受
給
権
）を
単
に
厚
生
大
臣
が
最
低

限
度
の
生
活
を
維
持
す
る
に
足
り
る
と
認
め
て
設
定
し
た
保
護
基
準
に
よ
る
保

護
を
受
け
得
る
権
利
に
過
ぎ
な
い
と
解
す
る
見
解
に
は
、
私
は
承
服
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
」
と
し
、「
厚
生
大
臣
の
保
護
基
準
設
定
行
為
は
、
客
観
的
に
存
在
す

る
最
低
限
度
の
生
活
水
準
の
内
容
を
合
理
的
に
探
究
し
て
こ
れ
を
金
額
に
具
現

す
る
法
の
執
行
行
為
で
あ
っ
て
、
そ
の
判
断
を
誤
れ
ば
違
法
と
な
っ
て
裁
判
所
の

審
査
に
服
す
べ
き
こ
と
に
な
る
」
と
の
意
見
を
述
べ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

奥
野
裁
判
官
が
、
画
期
的
な
東
京
地
裁
浅
沼
判
決
を
無
視
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
。
ま
た
、
後
に
登
場
す
る
判
断
過
程
統
制
論
の
萌
芽
と
も
い
え
る

重
要
な
補
足
意
見
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
後
、
二
〇
一
二
年
二
月
二
八
日
、
生
活
保
護
の
老
齢
加
算
廃
止
の
合
憲
性

が
争
わ
れ
た
事
件
で
、
最
高
裁
は
判
断
過
程
統
制
論
を
採
用
す
る
に
至
っ
た
。

　

近
時
の
生
活
保
護
引
下
違
憲
訴
訟（
い
の
ち
の
と
り
で
訴
訟
）で
は
、
こ
の
判
断
過

程
統
制
論
に
よ
っ
て
、
原
告
が
一
六
勝（
一
高
裁
、
一
五
地
裁
）し
て
お
り
、
行
政
裁

量
論
の
壁
が
破
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
朝
日
訴
訟
の
灯
が
現
代
に
受
け
継
が
れ
た
と

も
い
う
べ
き
現
象
で
あ
る
。

　

一
方
、
立
法
裁
量
が
問
題
と
な
っ
た
年
金
引
下
違
憲
訴
訟
で
は
、
同
じ
判
断
過

程
統
制
論
を
主
張
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
残
念
な
が
ら
連
戦
連
敗
の
状
態

に
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
判
断
過
程
統
制
論
は
司
法
消
極
主
義
を
乗
り
越
え
る
可
能
性
を
秘

め
て
お
り
、
こ
の
こ
と
自
体
は
積
極
的
に
評
価
す
べ
き
だ
が
、
対
行
政
に
は
通
用

し
て
も
、
対
立
法
に
は
通
用
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

今
回
の
企
画
で
は
、
生
活
保
護
引
下
違
憲
訴
訟
で
画
期
的
な
勝
訴
判
決
を
勝
ち

取
っ
た
名
古
屋
弁
護
団
の
事
務
局
長
を
務
め
る
森
弘
典
弁
護
士
、
年
金
引
下
違
憲

訴
訟
全
国
弁
護
団
共
同
代
表
の
加
藤
健
次
弁
護
士
、
朝
日
訴
訟
主
任
弁
護
士
の
新

井
章
弁
護
士
と
同
じ
事
務
所
に
所
属
し
生
活
保
護
老
齢
加
算
廃
止
訴
訟
を
共
に

闘
っ
た
渕
上
隆
弁
護
士
と
の
鼎
談
で
、
判
断
過
程
統
制
論
の
訴
訟
に
お
け
る
到
達

点
に
つ
き
深
め
た
い
。

　

加
え
て
、
生
存
権
を
め
ぐ
る
訴
訟
で
常
に
問
題
と
な
る
社
会
保
障
の
問
題
に

つ
い
て
伊
藤
周
平
鹿
児
島
大
教
授
、
貧
困
概
念
の
問
題
に
つ
い
て
志
賀
信
夫
大
分

大
准
教
授
、
社
会
権
規
約
や
Ｉ
Ｌ
Ｏ
条
約
な
ど
の
国
際
法
が
適
用
さ
れ
な
い
問
題

に
つ
い
て
渡
辺
豊
新
潟
大
教
授
、
筒
井
晴
彦
労
働
者
学
習
協
会
理
事
の
論
文
も
あ

わ
せ
て
取
り
上
げ
、
生
存
権
訴
訟
の
到
達
点
と
限
界
を
探
り
た
い
。

　

◇
権
利
の
た
め
の
闘
争

　

朝
日
茂
の
愛
読
書
で
あ
っ
た
ド
イ
ツ
の
法
学
者
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
著
『
権
利
の
た

め
の
闘
争
』（
小
林
孝
輔
・
広
沢
民
生
訳
）は
、
以
下
の
よ
う
に
結
ば
れ
て
い
る
。

　
　

闘
争
は
法
の
永
遠
の
つ
と
め
で
あ
る
。
勤
労
な
く
し
て
所
有
権
が
存
在
し
な

い
よ
う
に
、
闘
争
な
く
し
て
は
法
も
な
い
。「
汝
の
額
の
汗
の
結
晶
に
て
汝
の

パ
ン
を
く
ら
う
べ
し
」
と
い
う
命
題
に
同
様
の
真
実
味
を
も
っ
て
別
の
命
題
が

相
対
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
闘
争
の
な
か
に
汝
は
汝
の
権
利
を
見
出
す
べ

し
」
と
。
権
利
は
、
か
れ
が
闘
争
準
備
を
放
棄
し
た
瞬
間
か
ら
、
自
分
自
身
を

放
棄
す
る
。
│
次
の
よ
う
な
詩
人
の
箴
言
は
、
法
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
、

い
わ
く
、

　

知
恵
の
最
後
の
結
論
は
こ
う
だ
、

　

生
活
で
も
自
由
で
も
、
こ
れ
に
価
い
す
る
の
は
、

　

そ
れ
を
日
々
に
獲
得
し
て
や
ま
ぬ
も
の
だ
け
だ
。

　

現
在
に
も
通
ず
る
箴
言
で
あ
る
。

 
（「
法
と
民
主
主
義
」
編
集
委
員
会
　
弁
護
士
　
則
武
　
透
）
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